
「ふるさと納税制度」に対する特別区緊急共同声明 

今般、令和２年度のふるさと納税による特別区民税の減収額が約４２４億円に達

することが判明した。これは、ここ６年間で約４６倍に膨らんでおり、減収額は特別

区民税の２３区平均額である約４３７億円と同規模になっており、看過できない状

況である。 

ふるさと納税制度は、平成２０年度税制改正により、ふるさとや地方団体の様々

な取組を応援する気持ちを形にする仕組みとして、創設された。 

しかし、これまでの「住民税控除額の特例分の上限が所得割の１割から２割に拡

充」、「ワンストップ特例制度の創設」、また、自治体間の過剰な返礼品競争が過熱し、

返礼品を目的とした寄附が増加したことなどにより、特別区民税における減収額は、

激増している。 

この結果、返礼品による見返りを受けた住民のみが実質的に税負担減の恩恵を受

け、その他の住民は減収による行政サービスの低下を受け入れざるを得ないといっ

た不公平が生じていること、一部の限られた自治体に寄附が集中する一方で、多く

の自治体で返礼品の経費負担や減収に苦しんでいること、また、地方交付税の交付

団体では、ふるさと納税により住民税が減収した場合は、地方交付税により補填（令

和２年度は約１，７８８億円）されるため、結果的に地方交付税の財源を圧迫する要

因にもなっていることなど、制度の歪みが顕在化している。 

首都東京は、一貫して、我が国の政治・経済・文化の中枢として、日本を牽引して

きた。その中心となってきたのが特別区である。こうした東京の役割を考慮せず、東

京の地方財源を奪う不合理な税制改正が行われており、ふるさと納税のほか、法人

住民税の一部国税化、地方消費税の清算基準の見直しにより、特別区は２，５００億

円規模の減収となる大きな影響を受けている。 

さらに、現状では、全国で最も新型コロナウイルスの感染者を抱えている特別区

は、その対応のため、感染拡大防止対策や中小企業・医療機関への支援策、生活保護

費など、膨大な財政需要が必要にも関わらず、先般、国から示された「新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金」の交付限度額は、感染者数や人口規模等の

実態に見合った額になっていないため、特別区の負担は増え続けている。 

景気の落ち込みにより大幅な減収も見込まれている中、ふるさと納税による減収

は、これまで以上に、特別区の財政運営に深刻な影響を及ぼしている。今こそ、ふる

さと納税制度を巡る様々な問題に対処するよう、抜本的な見直しを求める。 

 

記 

１ 住民税控除額のうち、特例分の上限を所得割の「２割」から以前の「１

割」に戻すとともに、控除額に上限を設けること。 

２ ふるさと納税受領額を地方交付税の基準財政収入額に算入すること。 

３ ふるさと納税による減収額については、地方交付税の不交付団体に対

し、地方特例交付金等で補填することにより、交付団体と不交付団体の

格差を調整すること。 

４ ワンストップ特例制度によって自治体が負担している所得税控除分を、

国が地方特例交付金等で補填すること。 

５ 全国各地域と共存共栄の関係を構築するために、各地域との交流や協働

事業など、自治体間の交流促進に対する財源措置を講じること。 
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